
 

 

≪令和７年度事業版≫ 

共同募金助成事業実施要領 
 

[令和７年４月１日 施行] 

 

この助成事業実施要領（以下、「要領」という。）は、助成金を受け取る交付申請の手続

きから事業完了後の結果報告までの事務や留意すべき事項について定めたものです。 

事業の実施にあたりましては、この要領に基づき進めていただくとともに、全ての手続

きが終了するまで、この要領を大切に保管してください。 
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※別添「共同募金助成事業 記入例＆様式集」も確認しながら事業を進めてください。 
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□【２ 助成金の交付申請】 Ｐ．１  

（様式集Ｐ．１０～Ｐ．１１） 

 

申請期限：令和７年１２月末 

 

○交付申請を基に、助成率により、減額して交付することがあります。 

《提出書類》 

◎「共同募金助成事業交付申請書」（①－１） 

◎「交付申請事業計画書」（①－２） 

〈添付書類〉 

・広報紙や冊子印刷、備品整備の場合は請負業者の見積書（写） 

・備品整備の場合はカタログ 

 

□【1 助成決定通知が届いたら】 Ｐ．１ 

助成対象事業、助成金額、助成資金名を確認して、 

実施する事業内容を確定してください。 

 

□【３ 業者への支払い】 Ｐ．１ 

・業者へは金融機関からの振り込みにより支払いを行ってください。 

・分割払いの場合、都度領収書を受け取ってください。 

共同募金助成事業 事業費 手続きフローチャート

☆助成事業は、以下の流れで手続きを進めてください。 

☆各項目に「☐（チェック欄）」を設けています。 

 事務が完了したら「☑」していきましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

□【6 助成事業の広報・ありがとうメッセージ】 Ｐ．２～P．３ 

（様式集Ｐ．１４） 

 

助成金の財源は、県民の皆さんからの寄付金です。 

寄付金が何に使われているのかＰＲするため、ありがとうメッセージの提出

にご協力ください。 

共同募金助成事業の手続きは以上です。 

助成事業に係わる書類は大切に保管しておきましょう。 

□【４ 助成事業の結果報告】 Ｐ．２ 

（様式集Ｐ．１２～Ｐ．１３） 

 

申請期限：令和８年７月末 

 

○結果報告を基に、助成率により、返還金を求めることがあります。 

《提出書類》 

◎「共同募金助成事業結果報告書」（②－１） 

◎「助成事業結果報告明細書」（②－２） 

〈添付書類〉 

・完了届（写）又は 納品書（写） 

・請求書（写） 

・領収書（写） 

・助成対象事業の完了写真 

・助成事業を紹介した広報媒体 

 



＜事業実施前の注意事項＞ 

・助成要望時の見積書は参考ですので、その見積書で請負業者を決めないでください。 

・備品整備の場合は、団体の経理規程に基づき業者の選定を行ってください。 

１ 助成決定通知が届いたら 

○助成対象事業、助成金額、助成資金名を確認してください。 

（１）事業実施期間 

令和８年３月３１日まで 

 

（２）事業内容・助成額 

複数事業の助成決定を受けている場合は、事業ごとの助成決定額を確認してください。 

 

２ 助成金の交付申請 （提出期限：令和７年１２月末まで） 

○助成金は、交付申請書に基づき、指定口座へ振り込みます。 

事業の内容を決定した後、次の書類を提出してください。 

（例）機関誌等発行 → 依頼業者の決定した時点 

その他事業費 → 実施内容の積算ができた時点 

《提出書類》 

◎「共同募金助成事業交付申請書」（①－１）（様式集Ｐ．１０） 

◎「交付申請事業計画書」（①－２）（様式集Ｐ．１１） 

※イベント等の事業費の場合は、積算の根拠（内訳）を記入してください。 

  （例）通信運搬費〇〇円、会場費△△円、… 等 

〈添付書類〉 

・広報紙や冊子印刷、備品整備の場合は請負業者の見積書（写） 

・器具・備品整備の場合はカタログ 

 

○送金日は、毎月１５日前後と月末の月２回です。 

    

 

 

 

 

３ 業者への支払い 

○代金の支払いは、請求書に基づいて、法人（団体）保有口座の金融機関から振込により行っ

てください。その際、振込手数料は、団体側が負担してください。 

※個人のクレジットカードによる支払いは行わないこと。 

 

○複数回に支払いが分かれている場合は、その都度領収書を受け取ってください。 

  ※共同募金会では、金融機関の振り込み控えは領収書として認めません。 

交付申請書の提出 助成金の送金日 

月初～１５日まで 当月末 

１６日～月末まで 翌月１５日前後 



 

４ 助成事業の結果報告 （提出期限：令和８年７月末まで） 

○全ての事業完了後、以下の書類を提出してください。 

《提出書類》 

◎「共同募金助成事業結果報告書」（②－１）（様式集Ｐ．１２） 

◎「助成事業結果報告明細書」（②－２） （様式集Ｐ．１３） 

〈添付書類〉 

・完了届（写）または納品書（写）、請求書（写）、領収書（写）、 

・助成対象事業の実績がわかるもの 

（例①）助成事業を紹介した広報媒体 

（広報紙やホームページのプリントアウト、チラシ）  

（例②）完了写真（標示や助成シールが入ったもの） 

※備品等の購入の場合は、助成シールの貼り付けが必須です。 

購入後、速やかに本会から取り寄せてください。 

 

５ 交付申請時及び結果報告時の助成金の減額交付及び返還請求 

  ○交付申請時、本会で規定する助成率に応じ、助成金を減額して交付することがあります。 

同様に、結果報告時、助成率に応じ、助成金の返還を求めることがあります。 

 

 助成率 ①法人格あり ７５％  ②法人格なし ９０％  

  ※参考 事業費総額 × 助成率 ＝ 助成金充当額 

 

【返還金送金口座】 

   埼玉りそな銀行 浦和中央支店 普通 ４５９４４３ 

   社会福祉法人埼玉県共同募金会（ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｻｲﾀﾏｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ） 

 

６  助成事業の広報・ありがとうメッセージ 

 ○助成事業の公表 

    『助成団体における公表について』（Ｐ．６）の事例を参考に助成を受けたことを、積極

的に広報してください。 

   特に、事業や行事の場合は、パンフレットや広報紙等に共同募金助成事業であることを明

記してください。 

 

○ありがとうメッセージ 

   寄付者に向けて、ありがとうメッセージを作成してください。メッセージは、共同募金会

のホームページや広報資材に使用し、共同募金の活用事例として紹介します。 

 

 

 



～作成のポイント～ 

   事業実施前は何に困っていて、助成金を受けたことで、どんな効果や成果があったかを簡

潔に記載してください。写真は、備品を活用している状況がわかる構図のものを撮影してく

ださい。 

ありがとうメッセージは、⑴か⑵の方法で提出してください。 

《ありがとうメッセージ提出方法について》 

   ⑴ 専用フォームで提出（Googleアカウントを所持している場合） 

ア インターネット上で以下のアドレスを入力するか、 

スマートフォンで右のQRコードを読み取る。 

専用フォームアドレス 

『https://forms.gle/Ta8PrqN5ucXemaC67』 

イ Googleアカウントへのログインページで自身のGmailアドレスとパスワードを入力。

ウ 送信フォームのページで写真数枚の添付と必要事項を入力し、「送信」を押す。 

   ⑵ メールで提出 

【提出書類】 

ア ありがとうメッセージ（様式集Ｐ．１４） 

  写真数枚（フードパントリー活動や学習支援活動などの様子） 

※写真にぼかし処理が必要な場合は提出時にメールに記載 

 

７ 助成事業の変更・延期 

○助成事業内容の変更や、助成金充当額の変更、実施年度の延期を行う場合は、事前に承認を

必要としますので、本会と事前協議のうえ、変更申請書を提出してください。 

※承認を得ずに事業を実施した場合は、助成決定を取り消すことがあります。 

 

（１）事業内容の変更 

   正当な理由があり、決定事業と同じ目的を達成できる場合のみ承認します。 

 

 

 

 

 

  

（２）事業実施年度の延期 

   正当な理由があり、令和８年３月３１日までに事業が完了できない場合、最長１年間（令 

和９年３月３１日）まで実施時期の延長が可能です。 

    ※実施時期の延期をした場合、翌年度の同様の事業で助成要望された場合、助成決定しま 

せんので、ご注意ください。 

    （例）令和７年度の研修会事業 → 令和８年度に延期した場合 

令和８年度の研修会事業の助成要望は助成決定しない。 

  

 

＜変更申請（決定事業内容の変更）が不要なもの（一例）＞ 

・備品等の整備におけるメーカーの変更 

・生活訓練や外出訓練等の事業における、行き先や移動手段の変更 

・入札等により、事業費総額の増減があった場合 

 

https://forms.gle/Ta8PrqN5ucXemaC67』


《提出書類》 

◎「共同募金助成事業変更申請書」（様式集Ｐ．１５） 

◎「変更申請事業計画書」（様式集Ｐ．１６） 

〈添付書類〉 

・変更事業の見積書（写）、図面、カタログ等 ※実施時期の変更申請のみは省略可 

 

８ 助成事業の辞退 

○助成決定事業を中止する場合は、「共同募金助成金辞退届」（様式集Ｐ．１７）を提出して 

ください。 

 

９ 助成金の経理 

 ○助成事業は、令和７年度の会計で決算してください。 

 

 ○収支の記録は、団体の経理規程に基づき、伝票の起票や帳簿の整備を行ってください。 

 

 ○収支の勘定科目は、以下のとおりに計上してください。 

〈勘定科目について〉 収入科目 支出科目 

社会福祉法人 「補助金事業収入」 該当する科目 

その他の法人及び任意団体 「共同募金助成金収入」 「共同募金事業費」 

   

○共同募金助成金により取得した建物や設備、備品については、財産管理台帳に計上したう 

えで、「共同募金助成物件」であることを記録してください。 

 

１０ 助成事業に対する監査 

○助成事業は、令和８年度に本会の受配者監査委員による、抽出監査を行います。 

 

○助成事業に係るすべての書類は、事業終了後も大切に保管しておいてください。 

（団体の文書保存規程に定めがない場合は、５年間保存すること） 

 

○令和６年度監査の際に、改善を要する事項について、別資料「助成事業実施に係わる特別留

意事項」としてまとめましたので、参考にしてください。 

 



 

共同募金助成事業使途分類コード表 
≪使途分類コード≫ 

コード 分類項目 

 事業費関係 

  ５１０１ 謝礼 

  ５１０２ 保険料 

  ５１０３ 施設・備品の借上げ料 

  ５１０４ 入場料・使用料 

  ５１０５ 資料購入費 

  ５１０６ 材料等購入費 

  ５１０７ 企画・調査・研究費 

  ５１０８ 広報費 

  ５１０９ 資料・資材作成費 

  ５１１０ 設置費 

  ５１１１ 実費弁償 

  ５１１２ 工賃 

  ５１１３ 見舞金品・祝い金品 

  ５１１５ 拠出金 

  ５１１６ 研修費 

 建物・備品関係 

  ５２０１ 建物新築 

  ５２０２ 建物増改築・補修 

  ５２０３ 車両購入費 

  ５２０４ 備品購入費 

 管理経費 

  ５３０１ 通信運搬費 

  ５３０２ 消耗品費 

  ５３０３ 旅費交通費 

  ５３０４ 宿泊費 

  ５３０５ 燃料費 

  ５３０６ 光熱費 

  ５３０７ 水道料 

  ５３０８ 家賃 

  ５３０９ 建物・備品の維持管理費 

 



 

助成団体における公表について 

共同募金は、県民の皆さんから寄せられた寄付金です。 

共同募金が身近な地域で使われていること、また、どのように活用されて  

いるかを周知するため、この資料を参考に助成を受けたことを標示し、積極的

な広報を行ってください。 

赤い羽根・キャラクター素材のダウンロードは、本会ＨＰトップ画面「ＰＩ

ＣＫＵＰ 調べたいページを探す」→キーワードから探す「助成標示板・赤い羽

根・キャラクター素材」のページで行うことができます。 

１． 標示方法 

① 社会体験、研修会、スポーツ交流会、サロンなどの事業 

 

事業の看板に共同募金の助成を 

受けたことを標示する。 

■例 

 

資料を作成する場合は、 

共同募金助成を受けたことを標示する。 

■例 

② 広報紙・機関誌の発行等、印刷物作成の事業 

                   ■例 

作成した印刷物に共同募金の助成を 

受けたことを標示する。 

 

介護者のための研修会 

 

この研修会は、赤い羽根共同募金の 

助成を受けています。 

介護者のための研修会 

【資料】 

 

この資料は、赤い羽根 

共同募金の助成を受け 

て作成しています。 



    

 

 

 

  

③ 備品の購入 

 

購入した備品の見やすい位置に、 

『助成事業標示シール』を貼付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■赤い羽根共同募金、地域歳末募金 

 

 

            

          小：３×５ｃｍ 

           

 

 

 

 

          大：直径７.５ｃｍ 

              

 

 

 

■ＮＨＫ歳末たすけあい 

 

 

 ５ｃｍ×８ｃｍ 

 

 

 

シールが不足した場合は、 

ご連絡ください。 



    

 

 

☑ 共同募金に関わる事業にのみ使用することができます。 

☑ シンボルキャラクターは、「     ・キャラクター図柄・©中央共同募金会」

の３点セットで使用してください。 

※同一素材に２ヶ所以上使用する場合は、１ヶ所のみに３点セットを使用すれば良い。 

☑ シンボルキャラクターの著作権は、中央共同募金会にありますので、特にカラ

ーで使用する際は、事前に埼玉県共同募金会に確認してください。 

２．広報素材 

 各データは、本会のホームページからダウンロードができます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. その他 

団体で発行している会報やパンフレット、ホームページ等に助成を受けたこ

とを掲載し、共同募金の使いみちを積極的に周知してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＨＰ例 

 

 

指定の赤い羽根のマーク 

共同募金シンボルキャラクター 

「愛ちゃんと希望くん」 

この広報紙は、赤い羽根共同募金の助成を 

受けて発行しています。 

本日の事業は、赤い羽根共同募金の助成を 

受けて開催しています。 

指定以外の羽根を 

使用しない 


